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☆ 怪我が発生したときには、当事者（生徒もしくは保護者）は、速やかに当該学年リーダー（サブリ

ーダー）または各学年安全対策委員に報告する。 

 

☆ 怪我発生時の保険会社への請求は、基本当事者が行うこととする。 

 

「報告時 フローチャート」 

・練習および当スクールが関与している行事に参加もしくは参加するための道中にて怪我が発生した時 

 

当事者は、怪我が発生した旨を報告する。 

（指導者リーダーまたはサブリーダー、安全対策委員は状況等確実に把握すること）

 

 

 

できる限り速やかに報告をすること 

（30 日以上経過すると認められない可能性があります） 

 

 

 

 
報告を受けた当該学年担当者（リーダー、サブリーダー、安全対策委員）は事務局に報告

すること（校長・副校長・医務委員長） 
 

 

 

 
当該学年担当者または保護者は、総務委員長にも連絡し、事故通知ハガキをもらう。 

（小学部は総務委員長、中学部は事務局がハガキを持っています） 
 

 

 

その際に、加入依頼番号および加入依頼日等を確認すること。 

 

 

 

 

 当事者（生徒または保護者）は、ハガキに事故（怪我の内容等）を記入し、保険会社に郵送する。

（52 円切手の貼付必要）  

 

 

 
後日、保険会社より請求に必要な書類が当事者に郵送される。 

 

 

 
当事者は、請求書類に必要項目を全て記入後、保険請求に際して、スクール代表者の押印が必

要なことから、総務委員会または事務局に押印依頼を行う。 
 

 

 

  総務委員会は、事務局へ押印を依頼し、確認後、当事者へ書類を手渡す。 

当事者は、記入漏れ等ないか、再度確認し、保険会社に書類を郵送する。 

保険会社に書類が到着し、査定後、当事者口座に保険金が振り込まれる。 


